
仙台市若林区文化センターの指定管理者候補者の選定経過及び結果について 

 

 仙台市若林区文化センターについて、次のとおり指定管理者の候補となる団体を選定し

ましたのでお知らせいたします。 

 

１ 施設概要及び指定期間 

 （1）施設名    仙台市若林区文化センター 

 （2）所在地    仙台市若林区南小泉 1丁目 1－1 

 （3）指定予定期間 令和 5年 4月 1日～令和 10年 3月 31日 

 

２ 選定までの経過 

令和 4年 8月 26日 市民局選定委員会開催（募集方法、選定方式、仕様書及び申請書類を審議） 

令和 5年 1月 19日 市民局選定委員会開催（書類審査及び面接審査、候補団体の選定を実施） 

 

３ 市民局選定委員会の構成 

  委員数 計 4名 （内訳：民間委員 3名、市職員委員 1名） 

 

４ 指定管理者の候補者 

 （1）団体名   公益財団法人仙台ひと・まち交流財団 

 （2）代表者名  理事長 板橋 秀樹 

 （3）所在地   仙台市青葉区大町二丁目 12－1 

 

５ 選定理由 

  現在の指定管理者である公益財団法人仙台ひと・まち交流財団は、地域文化施設や生

涯学習施設の管理運営等を通じて、地域文化活動やコミュニティ活動、生涯学習活動の

支援等を行うために設立された団体です。若林区文化センターについては、市民センタ

ーを相互交流の場として一体的に運営しており、これまで蓄積してきた運営ノウハウと、

地域と育んできた信頼関係をもとに、多くの自主事業を企画・実施し、地域文化の発展

に貢献しています。 

また、若林区文化センターは、管理業務の効率化という観点はもとより、文化センタ

ーと市民センターの利用窓口を一つとして効率的なサービスを提供できるよう建築さ

れていることから、利用者はそれぞれの違いを意識せず一つの窓口で手続きを行うこと

ができます。指定管理者が異なる場合は、その許可権限が異なることから窓口を分ける

必要があり、利用者にとってはわかりづらく、利便性が損なわれることとなります。 

上記より、施設の管理運営と団体の事業が密接不可分であること、及び施設の一体的

管理が必要かつ効率的であることから、現在の指定管理者である公益財団法人仙台ひ

と・まち交流財団を公募によらず、若林区文化センターの次期指定管理者候補者として

選定するものです。 

選定にあたっては、書類審査及び面接を通じ、利用者の利便性向上のための併設施設

と連動した施設案内への取組のほか、新型コロナウイルス感染症への対応も踏まえた施

設運営等の提案を評価しました。また、幅広い世代の交流と文化振興を目的に実施する

童謡フェスティバルや、児童や学生等が多岐にわたるジャンルのダンスを披露するダン

スフェスティバル等の自主事業への提案を評価しました。 

 



６ その他 

  指定管理者候補者として選定された団体を指定管理者として指定する議案について、

令和５年第１回定例会に提出する予定です。当該議案が議会で可決された場合には、同

団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。 

 

 

お問い合わせ先 

市民局 市民活躍推進部 地域政策課 地域施設係 

（電話番号：０２２－２１４－６１３０） 

 

  


